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１ いじめの定義 
 

  「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等，当該児

童等と一定の人間関係(※１)にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響(※２)を与

える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって，当該行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 
 

 ※１ 「一定の人間関係」とは，学校の内外を問わず，同じ学校・学級や部活動，塾，スポーツ

クラブ等の当該児童がかかわっている仲間や集団の中の人的関係を指す。 

 ※２ 「物理的な影響」とは，身体的な影響のみならず，金品をたかられたり，隠されたり，嫌

なことをさせられたりすること等を意味する。 

 

 ≪いじめの様態の例≫ 

 ・ 冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる。 

 ・ 仲間はずれ，集団による無視をされる。 

 ・ 軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする。 

  ・ ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする。 

  ・ 金品をたかられる。 

  ・ 金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする。 

  ・ 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする。 

  ・ パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

  

 

２ いじめの理解 

 (1) いじめはどの集団にもどの児童にも起こり得る問題である 

 友人関係における双方の力関係のバランスが崩れると，「遊ぶ・ふざけ」が「いじめ」へ変わ

ったり，多くの児童が入れ替わりながらいじめを繰り返したりする。また，「暴力を伴わないい

じめ」であっても，何度も繰り返されたり，多くの者から集中的に行われたりすることで，「暴

力を伴ういじめ」と同様，生命又は身体に重大な危険を生じさせることもある。 

 

 (2) いじめの構造や，児童の人間関係を踏まえた指導が必要である 

     日頃から，学級や部活動等の所属集団に存在する人間関係の序列化やグループ化など，構造上の

問題を十分踏まえておく必要がある。その上で，いじめの「加害者」「被害者」という関係だけでな

く，「観衆」としてその周りでいじめ行為をはやし立てたりおもしろがったりする者や，「傍観者」

として見て見ぬふりをして黙っている者等，いじめの構造的な人間関係にも注意を払う必要がある。 

いじめを防ぐには，「傍観者」の中から勇気をふるっていじめを抑止する「仲裁者」や，いじ 

めを告発する「相談者」が現れるかどうかがポイントになる。学級担任が信頼される存在として

児童の前に立つことによって初めて，児童の間から「相談者」や「仲裁者」の出現が可能となる。

加えていじめの傍観者が「仲裁者」や「相談者」に転換するように促す取り組みを，道徳科や学

級活動等において行うことが重要である。 

 

 

 

 

 

  

※相談者…被害者の側に立って， 

いじめを告発する存在 

※仲裁者…加害者に対して，勇気を出して

いじめを抑止する存在 



- 2 - 

 

 (3) 常に重大事態を想定して指導にあたる 

     いじめは大人の目が届きにくいところで行われていることが多いことから，いじめが発見，認

知されたときには，すでに重大な事態に至っている可能性があることを十分に理解したうえで対

処することが大切である。 

 

 (4) 特別な教育的配慮が必要な児童の背景を理解して指導にあたる 

     発達障害のある児童やその疑いのある児童，特別支援学級に在籍している児童，または外国人

児童等がいじめを受けたりする場合がある。これらの児童は，その特性から自分の気持ちをうま

く伝えることや相手の気持ちを理解することを苦手とする場合があるために，周囲から理解され

ずに孤立し，いじめと認知されにくいことがある。また，家庭の状況等からいじめにつながる場

合も想定していなければならない。 

   こうした教育的配慮が必要な児童の背景を十分理解したうえで適切に対処する必要がある。 

 

 (5) 教職員が確かな人権感覚を備え，偏見や差別的言動に対して迅速に指導あたる 

     性的指向※１や性自認※２で悩みを抱える児童にとって，教職員の存在が安心できる身近な大

人となるように努めることは必要不可欠である。当事者は，自分の悩みを秘匿しておきたい場合

があることを踏まえ，学校においては，日頃から児童が相談しやすい環境を整えていくことが望

まれる。そのためには，まず教職員が性的指向や性自認にかかわる正しい知識をもち人権感覚を

備え，性別に関わる冗談を言ったり，からかったりしてはいけない。そして，性別にかかわるか

らかいや心ない言動を見聞きしたときには，その言動を差別として認識し，迅速に指導する必要

がある。  

※１ どの性別を好きになるかならないか 

※２ 自分の性別をどのようにとらえているか 

 

 

３ いじめ防止等の基本的な考え方 

    すべての子どもたちが安心して生活を送ることができるよう，いじめ根絶に向け，社会全体

で取り組むために以下のとおり基本理念を定める。 

 

いじめをしない・させない・見逃さない 

 

 施策の基本方向  

 

 

 

 

 

①  児童の居場所づくりと絆づくり  

学校では，いじめを生まない風土をつくるため，児童が自己存在感をもって安心して過ごす 

ことのできる「居場所づくり」を進める。そして，授業や学校行事の中で，他者から認められ， 

他者の役に立っているという自己有用感をベースとして，互いを認め合う人間関係を築けるよ

うな場面を作ることで児童どうしの「絆づくり」を進める。  

 

②  「いじめを許さない」という意識の徹底  

「いじめを許さない」という意識を児童の中に浸透させ，いじめの構造における「観衆」「傍

(1) いじめの未然防止  

いじめの問題を根本的に克服していくためには，すべての児童を対象としたいじめの未然防止

に取り組むことが何よりも重要である。そのため，児童はもちろんのこと，教職員をはじめ関係

者が一体となっていじめを生まない風土をつくることが不可欠である。 



- 3 - 

 

観者」が「仲裁者」「相談者」となり，自分たちの集団にあるいじめを自分たちの手で解消して

いこうとする自浄力を高める。  

 

③  いじめを助長させない大人の意識  

教職員をはじめとする大人は，自身の言動が，児童の心に大きな影響を及ぼすことがあるこ 

とを常に意識して行動する。大勢の前で，特定の児童にとって負のイメージとなる言動をした

り，冷やかしたりすることが，児童のいじめを助長する場合があることを自覚しておかなけれ

ばならない。  

 

④  いじめ問題に対する地域連携  

いじめ防止基本方針について周知し，いじめ問題に対する取組みの重要性について市民全体 

の認識を高める。そして，市，学校，家庭，地域が一体となっていじめの未然防止の啓発活動

を進める。 

  

 

 

 

 

①  児童のわずかな異変に気づく敏感な感性  

児童は，「報復をされる」「 保護者に心配をかけたくない」などの理由でいじめられた事実を 

話さないばかりか，ときには事実を否定することもある。すべての教職員が，何気ない児童の 

言動からわずかな異変に気づく感性を磨くとともに，児童のどのような話も真剣に受け止め対 

応する。  

 

②  相談しやすい雰囲気づくり  

いじめに気づいたまわりの児童が「観衆」「傍観者」になることは，いじめを助長し，いじめ

に加担しているのと同じであるとの認識をもたせる。そして，集団のいじめをなくし，いじめ

られている児童を守るための「仲裁者」となり，担任，養護教諭，スクールカウンセラーなど

の教職員や保護者に安心して相談できる雰囲気づくりに努める。  

 

③  組織で対応する教職員集団づくり  

いじめや児童のわずかな異変に気づいた教職員が一人で抱え込まず，早い段階から教職員間

で情報を共有し，互いに支え合える協働的な指導体制を整え，児童の様子について気軽に話題

にできる風通しのよい教職員集団づくりに努める。  

 

 

 

 

 

①  迅速で慎重な事実確認  

児童のいじめの疑いを認知した場合，教職員はいじめられている児童の立場に立って，受容

的な姿勢で話を聞き，迅速に対応する。いじめに対する関係児童の認識にはそれぞれ「ずれ」

があることを理解したうえで，伝聞情報に惑わされないよう，慎重に事実の確認を行う。  

 

 

(2) いじめの早期発見  

いじめの早期発見が，いじめへの迅速な対処の第一歩となる。そのため，児童のわずかな変

化や兆候であっても事案を軽視することなく，いじめではないかとの視点をもって，早い段階

から情報収集に努め，的確にいじめを認知する環境づくりを心がけます。 

(3) いじめの対応  

いじめが確認された場合，学校はいじめを受けた児童や，いじめを知らせてきた児童の安全

を確保するとともに，いじめを行った児童に対して適切に指導する。こうした一連の対応を迅

速に行うための体制強化を図る。 
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②  児童生徒の安全確保  

いじめられている児童といじめの行為を相談してきた児童の安全を最優先することを心がけ

て対応する。特に，いじめを相談したことにより，いじめがエスカレートしたり，新たないじ

めが起きたりしないよう，よりきめ細かな見守りを継続的に行う。  

いじめは加害者と被害者が入れ替わって，いじめをした児童が逆にいじめられることがあり

得るため，いじめた側にも十分配慮して対応する。  

 

③  組織的な対応  

いじめに関わった児童からの聞き取りは，「いじめ防止対策組織」で分担するなど組織的に対

応を行う。ふだんから，教職員一人一人が，いじめを把握した場合の対処について共通理解を

しておくとともに，小委員会を設けるなどして，組織的かつ迅速な対応を可能とする体制を整

備する。 

  

④  家庭への情報提供  

確認できた事実については，該当する児童の保護者に対して迅速に伝えることを原則とし，

いじめられている児童の保護者には，今後の指導方針について説明責任を果たすとともに，指

導のプロセスや結果について報告する。 

  

⑤  警察との連携の徹底  

いじめが犯罪行為，あるいはその疑いがあると認められるとき，もしくは重大な被害が生じ

る恐れのあるときは，教育的な配慮や被害者の意向を踏まえたうえで，ためらうことなく直ち

に警察に相談・通報を行い，適切な援助を求めなければならない。また，保護者に対して，こ

のことをあらかじめ周知しておくことも必要である。警察との日常的な情報共有・相談体制を

構築するため，学校・警察双方において，連絡窓口となる担当職員の指定を徹底しなければな

らない。 

 

 

４ いじめ防止対策組織 

この組織としては，基本的に「生活サポート委員会」がその役割を担うこととする。いじめのさ

さいな兆候や懸念，児童からの訴えを，特定の教員が抱え込むことのないよう組織として対応する。 

(1) 生活サポート委員会の構成メンバー 

 

校長，教頭，教務主任，校務主任，生活サポート主任，生徒指導主任，養護教諭， 

低学年主任，高学年主任，特別支援主任，該当児童の担任 

必要に応じて，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，教育相談員等， 

外部組織や専門家，警察官経験者等の地域人材と連携。 

 

(2) 生活サポート委員会の役割 

① 「大村小学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの実施と進捗状況の確認 

・ 年に３回（６月・10月・２月）行う「生活アンケート」の分析や，一人一人との面談を

とおして，いじめの実態を把握し，指導に役立てる。 

・ 学校評価アンケートを行い，学校におけるいじめ防止対策の検証を行い，改善策を検討

していく。  

 

② 教職員への共通理解と意識啓発 

・ 年度初めに校内研修を行い「学校いじめ防止基本方針」の周知を図るとともに，いじめの問
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題に対する教職員の意識を高めたり，共通理解を図ったりする。 

・ 毎月の「生活サポート全体会」において，気になる児童や支援の必要な児童について情

報交換を行ったり，対応を話し合ったりすることで，全職員で共通理解を図り，歩調を合

わせた指導・対応に心がける。必要に応じて，臨時に関係職員での「生活サポート委員会」

を開き，対応について話し合う。 

・ 生活サポート主任と生徒指導主任が中心となり，「生活アンケート」を複数の目で確認したり，面

談の結果の集約，分析，対策の検討を行ったりして，実効あるいじめ防止対策に努める。 

 

③ 児童や保護者，地域に対する情報発信と意識啓発 

・ ホームページを通して，「大村小学校いじめ防止基本方針」を掲載し，いじめ防止の取り

組み状況を発信する。 

 

④ いじめに対する措置（いじめ事案への対応） 

・ いじめがあった場合，あるいは，いじめの疑いがあるとの情報があった場合は，正確な

事実の把握に努め，問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。 

・ 事案への対応については，「生活サポート委員会」を中心に，学校体制で迅速かつ効果的

に対応する。また，必要に応じて，外部の専門家，関係機関と連携して対応する。 

・ 問題が解消したと判断した場合も，その後の児童の様子を見守り，継続的な指導・支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ いじめの防止等に関する具体的な取り組み 

(1) 未然防止 

・ いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し，すべての児童が安心感を抱き，自己肯定感や

自己有用感を感じられる，「居場所づくり」「絆づくり」を意識して教育活動を展開する。 

・ 互いを認め合い，高め合う温かい学級集団づくりを基盤に，児童生徒の個性や能力に応じ

た教育活動を展開することにより，いじめを生まない人間関係や学校風土をつくる。 

・ 道徳教育や人権教育を軸に，さまざまな教育活動を通して，仲間づくりを行い，思いやり

の心を育成する。 

・ 児童たちが主体的に取り組める活動を展開し，達成感を味わったり成功体験を味わったり

することで，自己肯定感や自己有用感，自他を尊重する態度を育成する。 

・ 児童に「いじめは絶対に許さない」という強い信念をもたせることで，いじめをやめさせ

たいと思う心を育み，児童の自主的，主体的な活動による「自浄力」を高める。 

・ 性的指向や性自認で悩みを抱える児童は，自分の悩みを秘匿しておきたい場合があること

を踏まえ，学校においては，日頃から児童が相談しやすい環境を整えていくことが望まれる。 

 

 

外
部
機
関 

〔 いじめに対する組織の概要〕 

 

  児 童 

 

  保護者 

担
任 

生
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全
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継続的な 
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 (2)早期発見 

  ・ 児童の心身の状況や変化を適切につかむ健康観察を行う。また，児童との日常の交流を大

切にし，生活日記や連絡帳，個人面接，休み時間中の雑談等，日頃から児童に寄り添う姿勢

をもち続けるよう努め，児童や保護者との信頼関係を築く。 

  ・ 教職員が学校生活のあらゆる場面において一人一人の児童を見守り，情報を共有する。そ

のため，学校内での日頃の情報共有を大切にし，報告・連絡・相談・確認を重視する。 

  ・ 定期的に行う「生活アンケート」の質問事項はいじめに特化せず，生活すべてをとらえる

ものとすることで児童の実態把握に努める。「生活アンケート」は，発達段階に応じた質問文

にしたり，必要に応じて聞き取り調査を実施したりするなどの配慮をする。 

  ・ 定期的な面接だけでなく，教職員が常に児童の話に耳を傾ける姿勢を保ち，養護教諭やス

クールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等を含め，児童が相談したいときにすぐ

に応えられるよう，校内の教育相談機能の向上に努める。 

  ・ 児童の発達段階に応じて教科，特別活動，総合的な学習の時間等を活用して行う情報モラ

ル教育の充実に向け，研修会などを実施する。また，インターネットやＳＮＳによるいじめ，

下校後のいじめなど，見えにくいいじめにも注意を払う。さらに，地域から情報が得られる

ような体制を構築し，いじめの早期発見に役立てる。 

  ・ ３・４・５・６年生が実施する「ハイパーＱＵ」の検査結果をもとに，「生活サポート委員

会」を開き，検査結果から，支援が必要な児童の特定と支援方法について検討する。 

 

 (3) 対応 

  ・ いじめを認知したら，特定の教職員で抱え込むことなく，速やかに「生活サポート委員会」

を開き，組織で対応する。その場合には，多方面からの情報を収集，整理することにより全

体像を把握し，解決に向けた手順と方針を決定し，共通理解を図る。そして，いじめを受け

た児童の支援と，いじめを行った児童の指導を分担し，継続される支援・指導が，担任など

特定の教職員への負担とならないよう留意する。 

 

いじめを受けた児童への支援 いじめを行った児童への指導 

・信頼関係ができている教職員が対応し，「最

後まで絶対に守る」という意思を伝える。 

・児童の意向を汲みながら，学校生活の具体

的プラン（登下校の方法等）を立てる。 

・心のケアや登下校・休み時間の見守り等，

安全で安心できる環境づくりに努める。 

・事態の深刻さを認識させ，いかなる事態が

あっても，いじめは絶対に許されないこと

を伝える。 

・安易な謝罪で済ませず，相手の心の痛みを

理解させ，誠意をもって心から謝罪できる

ように指導する。 

・いじめに至った要因や背景を踏まえ，立ち

直りに向けた相談活動などの支援を継続的

に行い，自らの生き方をじっくり考えさせ

る。 

  ・ いじめを通報・相談した児童のプライバシーを確実に守る。勇気をもって教職員にいじめ

を通報・相談した児童の行動を認め，いじめを通報・相談してきた児童の安全を確保するた

めの取り組みを徹底する。 

  ・ 周囲の児童に対しては，自分たちのこととして問題をとらえさせ，いじめの傍観者になら

ず，いじめ問題の解決に向けた一歩を踏み出す勇気がもてるようにする。 

  ・ 校内の組織や教職員だけでなく，保護者の理解，協力を得ながら対応するとともに，関係
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機関との連携も視野に入れて対応する。 

 

(4) 自殺・重大事態につながる可能性がある場合の対応 

    児童が自殺をほのめかすなど，自殺・重大事態につながる可能性がある場合は，教職員の 

対応が当該児童に刺激を与えることがないよう留意し，迅速に目だたずに対応する。 

① 校長のリーダーシップの下，直ちに「生活サポート委員会」や職員会議を開き，「子ども 

の自殺予防マニュアル」（平成２５年度豊橋市教育委員会策定）に基づき，事実関係や今後 

の方針についての情報を共有する。  

② 直ちに教育委員会に報告して情報を共有し，連携して対応する。                                                                     

③ 全教職員が危機感をもって速やかに当該児童の見守り体制を構築するとともに，家庭や関 

係機関，スクールカウンセラー，各種相談機関等との連携を図る。 

 

６ 重大事態への対処 

(1) 重大事態の定義 

「いじめによる重大事態」とは， 

 

・いじめにより生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める場合  

生命・心身・財産重大事態（法第 28条第１項第１号）  

・いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合  

不登校重大事態（同条第２項） 

 

〇第１号生命・心身・財産重大事態については，いじめ又はその疑いが確認された場合，いじ

めを受けた児童の状況に着目して判断する必要がある。例えば，以下のような場合が考えら

れる。  

 

 

 

 

〇第２号不登校重大事態における「相当の期間」とは，不登校の定義を踏まえて年間３０日を 

目安とするが，日数だけでなく，個々の状況等を十分把握した上で判断する。ただし，児童

が一定期間連続して欠席しているような場合には，上記目安にかかわらず，教育委員会又は

学校の判断により，迅速に調査に着手することが必要である。  

なお，いじめを受けて重大事態に至ったという申し立てが児童や保護者からあったときは，

その時点で学校が「いじめの結果ではない」又は「重大事態とはいえない」と考えたとして

も，重大事態が発生したものとして扱う必要がある。 

 

(2) 重大事態発生から調査開始 

  ・ 学校は，重大事態が発生した場合，直ちに教育委員会に報告する。 

  ・ 学校又は教育委員会は，事実関係を明確にするための調査を行う。 

  ・ 学校は，いじめを行った児童への指導を行い，いじめ行為を止めさせる。いじめを受け

た児童及びいじめを行った児童に対し，状況に合わせた継続的なケアを行い，学校生活復

帰のための支援や学習の支援を行う。 

・児童生徒がいじめ自殺を企図した場合   ・精神性の疾患を発症した場合  

・身体に重大な傷害を負った場合        ・金品等に重大な被害を被った場合  

・いじめにより転学等を余儀なくされた場合 
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  ・ 学校又は教育委員会は，調査により明らかになった事実関係について，いじめを受けた

児童やその保護者に対して説明する。この際，関係者の個人情報に十分配慮し，適切に提

供する。 

 

 (3) 重大事態の調査 

  調査にあたっては，重大事態にいたる要因となったいじめ行為が，いつ（いつ頃から），どこ

で，誰から行われ，どのような態様であったか，いじめを生んだ背景や児童の人間関係にどの

ような問題があったか，学校・教職員がどのように対応したかなど，客観的な事実関係を可能

な限り網羅的に明確にする必要がある。 

  ① いじめを受けた児童からの聞き取りが可能な場合 

いじめを受けた児童から情報を十分に聞きとるとともに，必要に応じて在籍児童や教職員

に対し質問紙調査や聞き取り調査を行う。一方，いじめを行った児童にも聞き取りを行い，

双方の聞き取り内容に基づき，事実を特定する。 

② いじめを受けた児童からの聞き取りが不可能な場合 

いじめを受けた児童の保護者の要望・意見を十分に聞き取るとともに，今後の調査につい

て迅速に保護者と協議し，在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査により，で

きる限り多くの情報を集め，客観的な事実を明らかにする。 

 

(4) 重大事態調査結果の説明・報告  

学校又は教育委員会は，調査により明らかになった事実関係について，いじめを受けた児童・

保護者に対して説明する。また，いじめを受けた児童等に説明した方針に沿っていじめを行っ

た児童・保護者も対しても説明する。 

 

(5) 重大事態調査結果の公表検討 

公表するか否かについては，学校の設置者及び学校として，当該事案の内容や重大性，対象

児童・保護者の意向，公表した場合の児童への影響等を総合的に勘案して，適切に判断するこ

とになる。個人情報保護法や情報公開条例等に基づいた対応を行った上で特段の支障がなけれ

ば，公表することが望ましいとされている。 

 

(6) いじめを受けた児童及びその保護者への対応 

① いじめを受けた児童への支援 

重大事態に関わるいじめを受けた児童は，心身ともに大きな傷を負っていることが考えら

れることから，まず，該当児童の心の安定，身体の安全を確保することに全力で取り組む。

その後，心身に負った傷の回復に向けて支援するとともに，安心して学校生活を送ることが

できるように支援する。 

・ 登校できていない場合には，家庭を訪問して，学級担任や養護教諭，スクールカウン

セラー等によって，心情を粘り強く丁寧に傾聴する。 

   ・ いじめに関わる事実関係を明らかにするための聞き取りを丁寧に行い，解決に向けて，

当該児童の意向を踏まえながら，望ましい解決方法をともに検討する。 

   ・ 安心して生活できる場や時間など，学習・生活環境を確保する。 

   ・ 不安を取り除き，心の安定を確保するために，スクールカウンセラーや臨床心理士に

よる心のケアを行う。 
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② いじめを受けた児童の保護者への対応 

当該児童の保護者については，重大ないじめを受けたわが子の心身に対する心配や，わが 

子の重大ないじめを受けたことに対する怒り，いじめを行った児童やその保護者への不信感 

などを強く抱いていることが考えられる。このような保護者の心情を察しながら，当該児童 

の心身の安定に努め，対応や支援を行う。 

   ・ 学校の管理下で重大事態が発生した場合は，事実を真摯に受け止め，対処に向けて最

善を尽くすことを伝える。 

・ 受けたいじめに関わる事実や，児童の心身の状況について丁寧に説明する。 

・ いじめの解決に向けて，保護者の意向を丁寧に聞き取り，望ましい解決方法をともに

検討する。 

   ・ 当該児童の支援を行いながら，「生活サポート委員会」で専門医療機関等への受診が必

要と判断された場合には，保護者に受診を勧める。 

   ・ 保護者自身が不安を抱いている場合，教育相談員や臨床心理士の活用を勧めるなど，

市の相談窓口を通じて関係機関との連携を図る。 

 

(7) いじめを行った児童及びその保護者への対応 

① いじめを行った児童への指導 

   いじめを行った児童に対しては，その行為が決して許されない行為であったことを十分認識さ

せ，決して繰り返さないよう指導する。その際，いじめを受けた児童の立場になり，相手の心の

痛みを推測させることによって，自己の行為の重大さを実感させ，深い反省の上に立って再発防

止を自ら誓うことができるようにする。また，スクールカウンセラーや臨床心理士による面談を

受けさせながら，本人の心の弱さを受け止め，心情に寄り添いながら指導することにより，本人

の心からの反省を促すとともに，その後の学校生活への前向きな姿勢を引き出していく。 

  ② いじめを行った児童の保護者への対応 

   当該児童の保護者に対しては，いじめに関する一連の事実を丁寧に伝え，その行為の重大さを

当該児童とともに認識してもらうことで，解決に向けた道筋を示して，保護者の協力を求める。 

   その後，児童への接し方や保護者としての役割について，適切に助言する。 
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(8) いじめによる重大事態への対処に関するフローチャート図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校いじめ防止基本方針」に基づいた対応 
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○いじめの発見

○いじめ対応

○事後対応

【いじめ解消の判断】 少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある

１　いじめに係る行為が止んでいること（インターネットを含む）。

　　止んでいる状態が相当期間継続していること。この相当期間とは，少なくとも３か月を目安とする。

２　被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

　　被害児童生徒本人及びその保護者に対し面談等により確認する。

大村小学校　いじめ早期発見・対応マニュアル

生徒指導or生活サポート担当教諭に報告

重大事態かどうかの判断をする

（学校又は市教委が調査をする）

※記録は５年間保存

必要に応じて，加害児童生
徒宅に家庭訪問
学校での様子を伝える

ささいな兆候や懸念，訴えを抱

え込まず，又は対応不要と個

人で判断せず，直ちに報告・相

談する

アンケート結果は複数の目で見る

※記録は３年間保存

●学校いじめ防止対策組織の招集
　事実確認した内容の報告と被害児童
　生徒・加害児童生徒への対応協議等

⇒全職員での情報共有
※必要に応じて，複数回行う

経過観察

いじめの解消

見守り等，今後のいじめ対応について，全
職員で情報共有

担当同士で情報を共有する

【関係機関との連携】
・教育委員会学校教育課

・ココエール

・東三河児童・障害者相

　談センター

・教育相談室

・豊橋警察署少年係

加害児童生徒宅に家庭訪
問。指導の内容や学校での
様子等を伝える

●具体的な対応を行う

いじめの可能性がある事案の把握
（アンケート，面談，通報，観察等）

管理職に報告

●学校いじめ防止対策組織の招集
事実確認(いじめの認知)と対応方針の決定

⇒全職員での情報共有

●当該児童生徒への事実確認
被害児童生徒への聴き取り
加害児童生徒への聴き取り

必要に応じて，被害児童生
徒宅に家庭訪問
学校での様子を伝える

いつ・どこで・だれが・何を・
どのようになど，情報共有す
る内容を決めておく

必要に応じて，被害児童・加
害児童生徒宅へ家庭訪問

被害児童生徒を守り通す。
必要に応じて，学級指導，
学年指導を行う

被害児童生徒宅に家庭訪
問。指導の内容や学校での
様子等を伝える

保護者から

の情報

アンケートや

面談等

小さなサインを

見逃さない

※チェックリスト参照

本人から

の訴え
友だちか

らの訴え
地域や関係機

関からの情報

あらゆる場面を通して，

児童生徒の状況を観察

いじめはすべての学級で

起こりうるとの認識をもつ

生徒指導主事から校務主任に報告 
アンケート結果は複数の目で見る 

※記録は５年間保存 
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いじめが起こりやすい・起こっている集団
□ いつも誰かの机が曲がっている
□ グループ活動の時など、机と机の間に隙間がある
□ ロッカーの中が乱れていたり、掲示物が破れていたりする
□ 特定の子どもに気をつかっている雰囲気がある
□ 学級やグループの中で絶えず周りの顔色をうかがう子どもがいる
□ 特定のグループだけでまとまり、他を寄せ付けない雰囲気がある
□ ささいなことで冷やかすグループがある
□ グループ分けをすると特定の子どもが残る

いじめられている子
●日常の行動・表情の様子
□ あいさつに対してはっきり反応しない □ あいさつをされない
□ 登校時間が遅くなっている □ 遅刻・欠席が増えている
□ 早退や一人で下校することが増えている □ 表情が暗く、うつむきがちになる
□ 体調不良を訴えたり、保健室へ行きたがったりする
□ 服がひどく汚れていたりボタンが取れたりしている
□ 持ち物がなくなったり、掲示物がいたずらされていたりしている
●授業中・休み時間
□ 教室へいつも遅れて入ってくる □ 学習意欲が低下し、忘れ物が多い
□ プリントが配布されない □ 班編成をしたとき、孤立する
□ 学習用具がなくなる □ 発言すると、周囲がざわつく
□ 教職員の近くにいたがる □ 一人でいることが多い
□ 周囲の子どもから特定のあだ名で執拗に呼ばれる
□ 意味もなく廊下を歩いていたり、用もないのに職員室などに顔を出したりする

●給食・清掃の時間
□ その子が配膳すると、嫌がる素振りをする □ 会食するとき、机と机の間に隙間がある
□ 食べ物にいたずらをされる □ 会食中に周囲の会話に入ろうとしない
□ 盛り付けが極端に多かったり少なかったりする □ 一人で掃除や後片付けをしている
□ その子の机やいすを運ぼうとしない □ みんなが嫌がる仕事をいつもしている

いじめている子
□ 多くのストレスをかかええている □ 悪者扱いされていると思っている
□ あからさまに教職員の機嫌をとる □ 特定の子どもにのみ強い仲間意識をもつ
□ 教職員によって態度を変える □ 教職員の指導を素直の受け取れない
□ グループで行動し他の子どもに指示を出す □ 他の子どもに威嚇する表情をする

いじめ早期発見のためのチェックポイント

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

， ，
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いじめの認知から早期対応に向けて
●日常の行動・表情の様子
□

□

●アンケートおよび個人面談
□ アンケートを年間計画に位置づけ、定期的に実施している
□ アンケートは、欠席者や不登校児童生徒などに対しても、もれなく実施している
□ アンケートの結果は、複数の目で確認している
□ 記入後のアンケート用紙を保存している（３年間保存）
□ 個人面談の機会をもっている
□ 個人面談では、安心して話ができる環境をつくっている
□ アンケートや個人面談の結果が蓄積され、毎年引き継がれている

組織的な対応に向けて
□ アンケートや個人面談の結果が集約され、学校いじめ防止対策組織に報告している
□ 「いつ・どこで・誰が・何を・どのように」など、情報共有する内容が決まっている
□

□ いじめ早期発見・対応マニュアルに則り、いじめ事案に対応している
□ 被害児童生徒を守り通すという意識で対応している

重大事態への対応について
□

□

□ 記録の引継ぎがきちんと行われている

いじめ早期対応のためのチェックポイント

「いじめ早期発見のためのチェックポイント」などを活用し、わずかなサインを見逃さ
ないようにしている
ささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを抱え込まず、又は対応不要と個人で判断せ
ず、直ちに報告・相談している

いじめ対応の窓口は、学校いじめ防止対策組織であり、報告が上がった事案は組織とし
て対応している

児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあった時は、その
時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとして
も、重大事態が発生したものとして報告、調査等にあたっている

記録をきちんと残している
※重大事態の場合、アンケート等も含め、記録は少なくとも５年間は保存することが望 まし
い。記録の廃棄については、被害児童生徒・保護者に説明の上行う
（いじめの重大事態の調査に関するガイドラインより）
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学校いじめ防止対策組織が行うべきこと
●教職員に対して
□ 教職員に対し、いじめの定義やいじめの解消の判断など周知を行っている
□
●保護者・地域に対して
□

□

□ いじめの相談窓口であることを周知している
□

●未然防止に向けた取り組み
□

□ 具体的な年間計画を作成し、実行している
●取り組みの見直しについて
□

□

いじめ防止対策のためのチェックポイント

アンケート用紙や調査の仕方、面談の方法、いじめ事案の情報共有のあり方などを検証し、見
直しを行っている

いじめの認知が「０」の場合、児童生徒や保護者向けに公表し、検証を仰ぐことで認知漏れが
ないか確認している

いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを具体的
に行っている

学校いじめ防止基本方針が適切に機能しているのかについての点検・見直し（PDCAサイクル
の実行を含む）を行っている

事案対処に関する教職員の資質向上を図る校内研修を、年複数回実施している

学校いじめ防止基本方針を、入学時・各年度の開始時に児童生徒・保護者、関係機関等
に説明している。
学校いじめ防止基本方針をホームページに掲載し、保護者や地域住⺠が容易に確認でき
るようにしている
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，，
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 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

会
議
・
研
修
・
周
知
等 

            

未
然
防
⽌ 

            

早
期
発
⾒ 

            

大村小学校 いじめ防止年間指導計画 

・学校いじめ防止 
    組織立ち上げ 

・PTA 総会で周知 
 

・相談窓口・相談機関等の紹介 
 

・小中情報交換
会 ・校内研修①（生サポ全体会にて） 

いじめ防止対策委員会（年間７回開催※生サポも含む） 

学校いじめ防止基本方針が機能しているか，PDCA サイクルによる検証 

・校内研修②（生サポ全体会にて） 

・学校評価（アンケート） 

・校内研修③（生サポ全体会にて） 

・学校いじめ防止基
本方針の見直し 

     
・新入生説明会で周知 

（新 1 年） 
 
・学校評価（学校評議員） 

・小中情報交換会 

暖かな人間関係を目標とした学級経営，子どもが「授業が楽しい」と感じる教育活動，学活・道徳教育の充実等 

なかよし班活動（縦割班活動）を通した思いやりの心の育成，学校行事や体験活動を通した人間関係づくり 

・全校集会での講話（生徒指導主事） 

・道徳授業公開（授業参観） 

・学校いのちの日の取り組み・講話 

・全校集会での講話（生徒指導主事） 

・懇談会における情報収集 ・懇談会における情報収集 

・人権週間の取り組み・講話 

日常的な児童の観察・教職員間での情報交換 

・hyper-QU 検査（４～６年） 

・hyper-QU 検査の分析と対策 

・生活アンケート①→面談 ・生活アンケート②→面談 ・生活アンケート③→面談 
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